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聖籠町児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年３月１３日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第５号 

聖籠町児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

聖籠町児童福祉法施行細則（平成１５年聖籠町規則第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「省令第１１号」の次に「。以下「省令」という。」を加える。 

 第４条第３項を削る。 

 第５条を第２１条とし、第４条の次に次の１６条を加える。 

 （費用の徴収額の変更） 

第５条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納

入義務者の能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じ

て、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。 

２ 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変

更申請書（別記様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

（徴収費用額の決定通知等） 

第６条 町長は、前２条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額

決定・変更通知書（別記様式第８号）を当該納入義務者に送付しなければな

らない。 

（障害児通所給付費支給決定の申請） 

第７条 省令第１８条の６に規定する支給決定の申請書は、障害児通所給付費

支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書（別記様式第９号）によるも

のとする。 

（障害児通所給付費支給決定の通知等） 

第８条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付

費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（別記様式第１０

号）により申請者に通知するとともに、通所受給者証（別記様式第１１号）

を申請者に交付するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により支給決定を行った場合において、当該支給決定
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に係る障害児が法第６条の２の２第３項に規定する医療型児童発達支援を受

ける者と認めるときは、当該障害児に対し、肢体不自由児通所医療受給者証

（別記様式第１２号）を交付するものとする。 

３ 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却

下決定通知書（別記様式第１３号）により申請者に通知するものとする。 

（障害児通所給付費支給決定の変更申請） 

第９条 省令第１８条の２１に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通

所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書（別記様式

第１４号）によるものとする。 

（障害児通所給付費支給決定変更の通知等） 

第１０条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行っ

たときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除

等変更決定通知書（別記様式第１５号）により申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したとき

は、障害児通所給付費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等

変更申請却下通知書（別記様式第１６号）により申請者に通知するものとす

る。 

（障害児通所給付費支給決定の取消し） 

第１１条 省令第１８条の２４第１項に規定する支給決定の取消しを行ったと

きの通知は、支給決定取消通知書（別記様式第１７号）によるものとする。 

（申請内容の変更の届出） 

第１２条 省令第１８条の６第７項に規定する申請内容の変更の届出書は、申

請内容変更届出書（別記様式第１８号）によるものとする。 

（受給者証の再交付の申請） 

第１３条 省令第１８条の６第９項に規定する通所受給者証の再交付の申請書

は、受給者証等再交付申請書（別記様式第１９号）によるものとする。 

２ 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準

用する。 

（特例障害児通所給付費の支給申請等） 

第１４条 省令第１８条の５に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書
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は、特例障害児通所給付費支給申請書（別記様式第２０号）によるものとす

る。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例障害児通

所給付費支給（不支給）決定通知書（別記様式第２１号）により申請者に通

知するものとする。 

（特例障害児通所給付費の額） 

第１５条 特例障害児通所給付費の額は、法第２１条の５の４第３項の規定に

よりその基準とされる額とする。 

（障害児支援利用計画案の提出依頼） 

第１６条 町長は、省令第１８条の１３（省令第１８条の２３第２項の規定に

より準用する場合を含む。）に規定する障害児支援利用計画案の提出を求める

ときの通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書（別記様式第２２号）によ

るものとする。 

（障害児相談支援給付費の支給の申請） 

第１７条 省令第２５条の２６の３第１項に規定する申請は、障害児相談支援

給付費支給申請書（別記様式第２３号）によるものとする。 

 （障害児相談支援給付費の支給の通知） 

第１８条 町長は、前条の申請があったときは、支給の要否を決定し、障害児

相談支援給付費支給（却下）通知書（別記様式第２４号）により申請者に通

知するものとする。 

（障害児相談支援給付費の支給決定の取消し） 

第１９条 省令第２５条の２６の４第２項に規定する障害児相談支援給付費の

支給を行わないこととしたとき（前条の規定により支給の通知を行ったあと

において支給を行わないこととしたときに限る。）の通知は、障害児相談支援

給付費支給取消通知書（別記様式第２５号）によるものとする。 

（高額障害児通所給付費の支給申請等） 

第２０条 省令第１８条の２６第１項に規定する高額障害児通所給付費の支給

の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書（別記様式第２６号）による

ものとする。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、高額障害児通
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所給付費支給（不支給）決定通知書（別記様式第２７号）により申請者に通

知するものとする。 

別記様式第６号の次に次の２１様式を加える。 
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   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


